
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ ＆ Ａ より深くご理解いただけるように、様々な質問にお答えさせて 

いただきます。 

Ｑ１ 介護支援専門員とは？ 

 

介護保険法においてケアマネジメン

トをおこなう専門職で「ケアマネージ

ャー」とも言います。介護や支援が必

要な方が、適切な介護サービスが利用

でき、自立した日常生活を送れるよう

に支援する専門員です。 

Ｑ2 サービス内容は？ 

 

○ケアプランの作成および相談（無料） 

○福祉サービスの調整や介護用品の紹介 

○介護に関する書類の手続きのお手伝い 

Ｑ3 対象者は？ 

 

介護保険法における要介護状態と 

認定されたご利用者を対象として 

います。 

Ｑ4 利用できる時間帯は？ 

 

月曜～金曜日（祝祭日を除く） 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 
（24時間電話連絡可能） 

Ｑ5 料金は？ 

 

特段の事情がある場合を除き、介護保

険から給付されますので個人負担は

ありません。 

お問い合せ先 

社会福祉法人刈羽村社会福祉協議会 

居宅介護支援事業所 

〒945-0307 
新潟県刈羽郡刈羽村大字刈羽 1431番地 1 
電話：0257-45-2026 fax：0257-45-2066 

つ 人に尽
つ

くす 

な 人になごむ 

ぐ 人と人をつなぐ 

 


